
 

 

 

日本救急看護学会における研究倫理審査手順 

研究倫理審査を受けようとする者は、学会 HP より必要書類をダウンロードし、倫理審査申請書（様

式 1）、所属責任者の承認書（様式 2）、研究計画書（様式 3）、研究に関する被験者の方への説明文書

（様式 4）、研究への参加についての同意書（様式 5-1 あるいは様式 5-2）を日本救急看護学会事務局

に提出する。 

倫理委員会は、提出された書類を確認し、

「簡易審査」か「通常審査」か判断する。 

簡易審査 

委員長と副委員長の

合意により判定する 

通常審査 

倫理委員の 3分の 2以上の合意により

判定する。 

承 認 条件付き承認 変更の勧告 不承認 非該当 

判定結果を委員に報告 

異議無し 

異議有り

り 

事務局を通じて

申請者に結果を

通知 

研究開始 

事務局を通じて、申請

者に修正点を通知し、

修正後の計画書提出

を要求 

申請者は修正点がわ

かる書類を事務局に

提出 

簡易審査 

事務局を通じて申請者

に結果を通知 

事務局を通じて、申

請者に研究内容や

方法の修正点を通

知し、再申請を求め

る 

申請者は指摘された

修正をおこない、再審

査の申請書を事務局

に提出 

結果通知から 3 ヶ月以内

に再申請 


